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イ
ン
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の
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題
に
関
す
る
質
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意
書 

 

消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の
方
式
と
し
て
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
以
下
、
同
制
度
）
が
開
始
さ
れ
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
売
り
手
は
税
率
等
を
記
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

一 

同
制
度
開
始
後
は
、
買
い
手
は
仕
入
先
の
事
業
者
を
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
有
り
、
無
し
に
分
け
て
経
理
処
理
す
る
必
要

が
生
じ
る
。
免
税
事
業
者
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
な
っ
た
り
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ら
免
税
事
業
者
に
な
っ

た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
例
え
ば
、
買
い
手
に
複
数
の
請
求
書
が
届
い
た
場
合
、
仕
入
税
額
控
除
を
受
け
る

に
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
全
て
の
請
求
書
の
登
録
番
号
を
確
認
し
、
同
番
号
が
認
証
登
録
さ
れ
て
い
る
か
を
国
税
庁
の
サ
イ
ト
に

ア
ク
セ
ス
し
て
照
会
す
る
等
、
請
求
書
が
届
く
度
に
調
べ
る
必
要
が
生
じ
る
等
、
経
理
担
当
者
に
よ
る
確
認
と
申
請
の
負
担

が
過
大
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

二 

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
か
ら
の
仕
入
れ
は
、
経
過
措
置
に
合
わ
せ
、
一
定
割
合
で
税
額
控
除
を
計
算
す
る
必
要
性

や
、
時
期
に
よ
っ
て
控
除
割
合
が
変
更
さ
れ
た
場
合
の
処
理
、
消
費
税
率
八
％
、
十
％
の
区
別
等
、
煩
雑
な
手
続
き
に
よ
る

負
担
も
懸
念
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

三 

一
、
二
の
状
況
を
含
め
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
や
り
と
り
が
大
き
な
事
務
負
担
と
な
る
点
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
買
い
手



 

２ 

 

と
し
て
は
イ
ン
ボ
イ
ス
が
発
行
で
き
な
い
事
業
者
を
仕
入
れ
先
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
避
け
る
取
引
慣
行
に
移
行
し
、
免

税
事
業
者
は
売
り
手
と
し
て
難
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

四 

イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
改
修
に
つ
い
て
、
独
自
に
構
築
し
た
自
社
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
い
る
場

合
、
自
身
で
の
改
修
が
必
要
に
な
る
場
合
、
ソ
フ
ト
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
な
ど
別
途
費
用
を
か
け
て
対
応
す
る
費
用
負
担
に
対

す
る
支
援
の
必
要
性
等
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

五 

仕
入
先
の
技
術
の
希
少
性
や
、
人
手
不
足
・
供
給
不
足
に
よ
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
ど

お
り
の
取
引
条
件
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
取
引
条
件
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
ケ
ー
ス
や
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等

に
業
務
委
託
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
場
合
は
影
響
が
大
き
い
と
考
え
る
。
取
引
に
際
し
て
の
直
前
の
確
認
や
調
整
等
も
買

い
手
・
売
り
手
双
方
に
と
っ
て
負
担
が
増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


